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米国で訴訟続発、日本でもその兆し
審査資料充実により安易な特許成立の抑制必要

第 7 章 ビジネスモデル特許

ビジネスモデル特許

ビジネスモデル特許とは

ビジネスモデル特許という呼び方は日

本独特のものであり、米国ではビジネス

メソッドパテントと呼ばれることが多い。

ビジネスモデル特許というと、特にインタ

ーネットの世界では、プライスライン社や

アマゾンコム社のような会社が、ネットビ

ジネスの概念を特許で独占するかのよう

な印象があるが、実際はビジネス方法や

仕組みそのものを指す。

米国特許制度とソフトウェア

米国の特許が成立するには、①法定主

題（発明が成立するための要件）②新規

性（今まで世の中に知られていないこと）

③非自明性（世の中に知られた発明から

さらに抜きん出ていること）の3つの要件

が重要である。

1970年代以降、ソフトウエアが①の要

件を満たすかどうかで議論されてきた。①

には「あらゆる新規で有用なプロセス、

機械、製造物、または組成物、あるいは

あらゆる新規かつ有用なそれらの改良を

発明しまたは発見した者は、他の条件を

満たす限り特許を取得することができる」

と規定されている。特許という概念は、

もともと物理的な発明というところから

出発している。そのため、ソフトウエアの

ような形にならない分野で、この要件を

満たしているかどうかを判断するのは難し

い。しかし、1994年には米国特許庁が①

の基準を大幅に緩和、ソフトウエア特許

を積極的に許可する体制となった。

プロパテント政策との関連

①の判断基準の変更は、米国における

プロパテント政策（特許保護強化政策）

と無関係ではない。

プロパテント政策とは、レーガン政権

下において大統領に提出された「ヤング

レポート」がその起源であり、特許の保

護強化を進めることで投資家が安心して

投資できるようになり、経済が活性化す

るとしている。

このプロパテント政策の推進と連動し

て「ミノルタ対ハネウェル事件」注1のよう

な特許権侵害に莫大な損害賠償金を認め

る判決が続いた。米国内外の企業はいや

でも特許の重要性を考えなければならな

くなったわけである。

こうなると特許の出願が増加する。特

に米国が1990年代初頭より重視していた

ネットワーク関連技術については、今後

数多くの特許出願がなされるはずである。

米国はこれらを適切に保護していく必要

に迫られたのである。

ところがそこに立ちはだかったのが①の

壁だった。1994年以前の米国特許庁の取

り扱いでは、ソフトウエア特許はこの規

定により非常に限定された保護しか受け

ることができなかった。この①が特許分

野における一種の規制条項となっており、

特にインターネットという世界的なインフ

ラおよびそれを使ったビジネスで世界に君

臨しなければならない米国としては、世

界に先駆けてこの分野の特許保護を一般

に開放する必要があったのである。

こうして1994年に①の基準緩和が行わ

れた。基準緩和後は大多数の出願が①の

要件を通過。②、③の要件に関しても、

米国特許庁の審査官の手許に金融やマネ

ジメント手法等の審査資料が十分に整備

されていなかったため、ネットワーク上で

常識となっているような技術でも特許と

して通りやすかった。こうして多くのビジ

ネスモデル発明が特許として認められて

世に出ていったのである。

裁判所でビジネス特許認知

このようにしてビジネスモデル特許はソ

フトウエア特許の保護規制緩和と連動し

て認められるようになっていった。米国で

ビジネスモデル特許問題が浮上するきっ

かけとなった1998年7月の「ステートス

トリートバンク事件」も、これが裁判所で

追認されたに過ぎないと見ることができる。

ステートストリートバンク事件とは、ハ

ブ・アンド・スポーク構造による資産運

用のデータ処理に関する特許（米国特許

5,193,056）を持っているシグナチャ社

（Signature Financial Group Inc.）に対し

て、前述①の「法定主題」に基づき、特

許は無効であると同業者のステートスト

リートバンク社（State Street Bank &

Trust Co.）が訴訟を提起した事件のこと。

この特許は、米国、欧州主要国、日

本（特表平−505581号公報）および韓

国に出願されており、「情報フローおよび

データをモニターして記録し、パートナー

シップポートフォリオおよびパートナーフ

ァンド（ハブとスポーク）金融サービス構

成を維持するために必要な計算を行うデ

ータ処理システムおよび方法を提供する」

ものである。

連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、

この特許について①の1つである機械発明

であると認定した。そして、①の要件に

ついても「Useful（有用）」、「Concrete

（具体的）」、「Tangible（明確）」であれ

ばこれを満たしているとした。

この判決により、米国では「ビジネス

方法」ということのみで特許適格性が否

定されないことが確認され、米国特許商

標局における「審査手続マニュアル」（The

Manual of Patent Examining Procedure）

からビジネス方法のクレーム（特許を請求

する範囲）拒絶に関する条文（第706条03

項（a））が削除された。」

なお、この特許の日本出願に対しては



拒絶理由通知が出されており、日本国内で

も本特許が成立するか否かは微妙である。

特許を巡る米国での訴訟例

プライスライン社 は、米ウォー

カー・デジタル社の創業社長であるジェ

イ・ウォーカーが取得した「逆オークシ

ョン」に関する特許を基礎にインターネ

ットビジネスを行っていることで知られて

いる。ジェイ・ウォーカーは、すでにビジ

ネスモデル特許を300件近く出願、その

中の数十件はすでに特許が成立しており、

「現代のエジソン」として多くのマスコミ

に採り上げられている。

この特許（米国特許5,794,207）の代

表的なクレームは、

1. コンピュータを使って買い手と少なくと

も一人の売り手との間での取引を簡単

にする

2. 買い値を含む条件付き購入オファーを

コンピュータに入力する

3. 上記条件付き購入オファーに関して、

クレジットカード口座を確認する支払

い証明をコンピュータに入力する

4. 前記支払い証明を受け取った後に前記

条件付き購入オファーを複数の売り手

に対して出力する

5. 前記条件付き購入オファーに応じた売

り手からの受諾をコンピュータに入力

する

6. 前記支払い証明を用いて売り手への支

払いを行う

となっている。プライスライン社は、

1999年10月にマイクロソフト社が運営する

「エクスペディア」 がこの特許権を

侵害するとしてマイクロソフト社を特許権

侵害で提訴した。現在この事件の行方が

注目されているが、この代表クレームだ

けを見る限りでは彼らが主張するような

逆オークションのアイデア全てに権利があ

るのか否かは疑問である。

一方、アマゾンコム社 は「ワン

クリック特許」と呼ばれる特許（米国特
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許5,960,411）を持っている。この特許は

一種のサーバークッキーであり、アマゾン

コムでいったん書籍購入を行い、自分の

プロファイルを入力すると、次回からは

ワンクリックボタンを押すだけで書籍購入

が容易になるというものである。ライバル

会社であるバーンズ・アンド・ノーブル

社 は、自社のサイトで書籍等を

販売しており、同様のワンクリックボタ

ンをそのサイトに配置したのだが、これに

対し、アマゾン社は1999年10月21日に

特許権侵害でバーンズ社を提起した。

1999年12月に早くも特許権侵害を認め

る仮処分決定がなされ、この結果、バー

ンズ・アンド・ノーブル社はサイトでの注

文方法を変更せざるを得なくなったので

ある。この事件はビジネスモデル特許で

サイトの差し止めが認められた初のケース

となった。

日米で特許問題次々浮上

日本でも2000年4月にインターネット

の時限課金特許を所有する企業が、多数

のインターネットプロバイダーに対して電

子メールで事実上の警告を行う事例 注2が

起きており、その特許の評価について議

論を呼んでいる。

一方、米国ではビジネスモデル特許に

よる独占が健全なインターネットビジネス

の離陸を阻害するとして、ビジネスモデ

ル特許そのものに反対する動きが出てき

ている。米国特許庁もこれを無視できな

い状況となってきており、審査資料を充

実させて、ネットワーク上で常識となっ

ているような技術には特許を付与しない

方向にある。

また、アマゾンコム社のベゾス会長が

ビジネスモデル特許についての権利期間

短縮（3年〜5年）を提案しているが、通常

の技術的な特許とビジネスモデル特許と

の境界が議論されることは必至であろう。

筆者としては、むしろ審査資料の充実

により程度の低い発明の特許成立を抑制

し、成立後の価値評価は当事者同士で決

定されるべきであると考えている。そのた

Jump04

めに市場にいる我々は特許を的確に評価

できる目を持つべきであり、その特許評

価手法が確立されていかなければならな

いと考えている。

（松倉秀実　弁理士）

注1 米ハネウェル社が特許権を侵害しているとし

てミノルタ社を訴えた事件。ミノルタ社がハネウェ

ル社に対し約165億円の和解金を支払った。 

注2 国内のプロバイダーなどの業者各社に対し、

2000年4月4日、「ビジネスモデル特許抵触の可能

性」と題するメールが送付された。このメールを送

ったのは、株式会社インターナショナルサイエンテ

ィフィックとなっており、「インターネット時限課金

システム」のビジネス特許を日米で取得（米国特許

5,956,697、日本特許特開平10-27036）して

いるとして、特許侵害となる可能性について記述し

ている。
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図1 「逆オークション」のプライスライン

図2　ワンクリックで商品が買えるアマゾンコム
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